
中小企業等の知的財産の創造・保護・活用の促進を目的に、無料相談、講習会、セミナーなどを中心に、中小企業等の支援
を行っている京都発明協会の行事をご案内します。

京都発明協会からのお知らせ（３月）

知財専門家（弁理士と弁護士）による知財相談会（無料）
― 中堅・中小企業、個人事業主、創業予定の個人の方優先 ―

「知財総合支援窓口」では、特許や商標など知的財産に関する様々な悩み・課
題について幅広く相談を受け付け、窓口に配置する窓口支援担当者のほか、
知財専門家（弁理士・弁護士等）や関係する支援機関と連携して解決支援する
ワンストップサービスを無料で行います。また、窓口において即座に課題解
決ができない場合には、中小企業等（個人事業主・創業予定の個人を含む）へ
の直接訪問や知財専門家との共同での支援により課題等の解決を図ります。

◉日　　　程　毎週月曜日～金曜日（休日、祝日を除く）
◉相談時間帯　9:00～12:00 ＆ 13:00～17:00
◉対　　　象　中堅・中小企業、個人事業主、創業予定の個人
 の方優先

◉日　　　程　毎週金曜日（休日、祝日を除く）
◉相談時間帯　9:30～12:00 ＆ 13:00～16:30

「産業財産権相談会」
産業財産権に関する相談をご希望であれば、どなたでも相談可能です。

弁理士による相談
知財の専門家である弁理士が、特許・商標等の出願から権利取得に至るまでの手続、類似技術や類似名称の調査、ライセンス契約、海外展開におけ
る注意点等の知的財産全般について無料でご相談に応じます。

◉日　　　程

弁護士による相談
知財を専門分野とする弁護士が、自社製品の模倣品が出回った際の対策、知的財産に関する契約への助言、侵害警告を受けた場合の対応、知的財
産を巡る訴訟、権利活用上の留意点等の知的財産に関する問題について無料でご相談に応じます。

平成２９年度４月以降の行事予定につきましては、詳細が決まり次第お知らせいたします。

◉日　　　程 ３月１日（水）伊原 友己 氏
◉相談時間帯 13:00～16:30（相談時間は原則1時間以内とさせて頂きます。）

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 企画連携課 企画・情報担当　TEL：075-315-8635  FAX：075-315-9497  E-mail：kikaku@mtc.pref.kyoto.lg.jp

京都発明協会からのお知らせ
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一般社団法人 京都発明協会

３月７日（火）小林 良平 氏　　３月１４日（火）清水 尚人 氏　　３月２１日（火）龍竹 史朗 氏
３月９日（木）佐野 禎哉 氏　　３月１６日（木）矢野 正行 氏

◉相談時間帯　13:00～16:00（相談時間は原則1時間以内とさせて頂きます。）

場 所／京都発明協会 相談室

※いずれも事前予約制です。前日（閉館日を除く）の16時までにご連絡ください。

知財相談員による知財相談会（無料） 場 所／京都発明協会 相談室
※いずれも事前予約制です。

「知財総合支援窓口」

〒600-8013京都市下京区中堂寺南町134　京都リサーチパーク内　京都府産業支援センター2階
TEL：075-326-0066（窓口直通）/075-315-8686　FAX：075-321-8374　〔http://kyoto-hatsumei.com/〕

機器紹介

京都発明協会について
　京都発明協会は、明治34(1901)年10月に設立された「京都発明奨励会」を源と
し、明治40(1907)年11月に「社団法人工業所有権保護協会京都支部」として設立
されて以来、1世紀以上にわたり、発明の奨励・創意の高揚・産業財産権の普及・啓発
等の事業を展開してまいりました。平成22年12月24日に一般社団法人として設立
され、平成23年4月1日より社団法人発明協会から独立して活動しております。
　京都発明協会は、公益社団法人発明協会、一般社団法人発明推進協会及び全国
46道府県における発明協会（地域発明協会）と連携しながら、産業財産権に関わる
特許情報の調査・分析の相談・指導、特許等の出願から権利化までの相談、権利の活
用相談等、京都府における様々な事業を実施しております。また、新しい講座の開設
や、知財人材の育成を目指した活動、支援を展開しております。

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気・電子担当　TEL：075-315-8634  FAX：075-315-9497  E-mail：ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp

導入機器概要

電磁波妨害評価試験装置の導入のご案内
この度、平成２８年度ＪＫＡ機械工業振興補助事業により、当センターご利用の皆様の試験ニーズの高い電磁ノイズ試験（ＥＭＣ試
験）が可能な試験装置を導入しました。電気・電子機器や車載機器に必要となる電波暗室を用いた本格的なＥＭＣ試験の前の予備
試験や強電界（200V/m）によるノイズ耐性試験などが可能となります。今後、当センターの依頼試験や機器貸付でご利用いただ
き、製品開発や品質管理などにお役立ていただきますようご案内します。

○主な導入機器
　・ G-TEMセル（TESEQ社製  GTEM 750）
　・ 高周波パワーアンプ（㈱アールアンドケー社製  A009K251-5757R、
A080M102-5757R、GA701M282-4850R-LCA）

　・ BCIプローブ（FCC社製  F-140）
　・ 結合・減結合回路網（TESEQ社製  CDN M016S M2/M3）
　・ EMクランプ（FCC社製  F-203I-A-23mm）
　・ スペクトラムアナライザ（Keysight Technologies社製  N9010A-507）
　・ 擬似電源回路網（Schwarzbeck社製  NSLK 8127）

電磁波妨害評価試験装置全景

電磁波妨害評価試験装置

※上記装置のご利用につきましては、当センター 応用技術課 電気・電子担当にお問い合わせください。

○試験項目、周波数、試験レベルなど
　・ 放射性イミュニティ試験
100kHz～1GHz：200V/mまで、80MHz～2.7GHz：10V/mまで

　・ BCI法イミュニティ試験 1MHz～1GHz：200mAまで
　・ 伝導性イミュニティ試験 150kHz～80MHz：10Vまで
　・ 放射性エミッション測定 30MHz～6GHz
　・ 雑音端子電圧測定 9kHz～30MHz
　・ 妨害電力測定 30MHz～300MHz

第2回SiC基礎セミナー（2月7日開催）に於いて見学会を実施しました。

車載機器に要求される電磁ノイズ試験(EMC試験)について、主な国際規格の概要や自動
車メーカ毎に採用の試験方法が違うことなどをご説明いただくとともに、今回センターに
導入の試験装置によって、車載機器だけではなく民生機器の予備的な試験にも活用できる
ことをお話しいただきました。

マイクロウェーブファクトリー株式会社 第2技術営業部長　白川 浩 氏
車載機器などに必要な電磁ノイズ試験について


